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蜜蜂の腐蛆病検査を実施します。

岐阜県中央家畜保健衛生所

〒501-1112  岐阜市柳戸1-1

TEL：058－201－0530

FAX：058-201-0531

Email : c24502@pref.gifu.lg.jp

県内で飼育されている蜜蜂を対象に「蜜蜂の腐蛆病検査」を実施します。
（岐阜県告示第百十八号）
検査日程等は別途電話にて相談させていただきます。
検査時の立会い等について御協力をお願いいたします。

☞腐蛆病検査とは？
腐蛆病菌（細菌）が原因で、蜜蜂の幼虫が腐って死んでしまう病気です。家畜伝染病予
防法で監視伝染病に指定されています。
家畜伝染病予防法 第5条で業者・個人問わず、蜜蜂の飼育者は腐蛆病の発生予防の
ため、家畜保健衛生所の検査を受ける必要があります。

☞もし腐蛆病が見つかったら？
法律に基づき、巣箱及び巣脾は焼却処分となります。
また、発生場所から半径２km以内の蜜蜂は移動禁止となります。
日頃からの適切な蜂の管理をお願いします。

☞手数料はかかるの？
1群（箱）につき45円です。
例） ８群（箱）を検査した場合 ８×45円＝３６０円

詳しくは電話の際に説明します。

岐阜県告示第百十八号

検査の流れ
《所要時間：10～15分程度》
①当所で用意した書類（申請書等）に記入していただきま
す。併せて、飼養管理状況等をお伺いします。

②巣箱を開けていただき、巣脾をとりだし、目視で異常の有
無を確認します。
（開ける自信が無い方は当所職員がお手伝いします。）
③異常が無ければ検査終了です。
異常がある場合は巣の一部を所に持ち帰り、詳しく検査を
行います。


